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マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応案イメージ（名古屋市国民健康保険に加入中の場合）
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注１：マイナ保険証がある方には、令和６年１２月２日以降に資格情報のお知らせを交付する。

注２：本資料は、令和６年６月６日時点の想定であり、国の制度詳細の通知等により変更となる場合がある。
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